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主な取組

（平成22年度市政世論調査結果）

105　男女共同参画に関する研修事業への参加
費補助【再掲　1-(2)-④　No.26】
※H25新規事業　男女共同参画に関する研修会の実施（№26　男女共同参画に関する研修事業への参加費補助を廃止し、男女共同参画に関する研
修会を実施）

所管及び関連
課

各分野における男女平等観

　各分野における男女平等観について聞いたとこ
ろ、地域活動の中で、男女は平等であると回答し
た方は、42.1％であった。男性の方が優遇されて
いると回答した方は、どちらかと言えばを含め、
36.2％・女性の方が優遇されていると回答した方
は、どちらかと言えばを含め、5.5％であった。
　男性優遇観が高いという回答は3割を超えてお
り、地域活動の場において、まだ男女平等とは言
いがたい状況にあることがわかる。

②　市民活動団体等の活動支援

101　NPO法人や市民活動団体等の設立・活動
支援

③　地域における女性リーダーの育成

7人
（平成23年度）

12人
（平成28年度）

106　地域活動推進リーダー等の養成【再掲　4-
(1)-②　No.66】

指標名 目標

羽村市男女共同参画基本計画　施策評価シート
（平成24年度評価）

①　男性の地域活動への参画支援

①　男性の地域活動への参画支援
②　市民活動団体等の活動支援
③　地域における女性リーダーの育成

基本目標６　地域コミュニティにおける男女共同参画の推進

【施策】（１）多様な人材を生かす地域活動の推進

「地域活動の場で、男女の地位は平等になっている」と思う人の割合

104　学習活動の支援及び情報の提供

【基本目標６　地域コミュニティにおける男女共同参画の推進　主な目標指標】

現状

94　地域入門講座・地域リーダー養成講座等の
開催

95　町内会・自治会活動への支援 96　アクティブシニア向け講座の充実

103　青少年育成団体等への支援

1人
（平成23年度）

3人
（平成28年度）

地域振興課、高齢福祉介
護課、生涯学習センターゆ
とろぎ、防災安全課、社会
福祉課、児童青少年課、生
涯学習総務課、企画政策
課

女性消防団員の人数

99　シルバー人材センター事業への支援

102　小地域ネットワーク活動の支援

97　老人クラブなどへの支援 98　介護予防リーダーの育成

80％
（平成27年度）

女性町内会・自治会長の人数

100　市民防犯活動の支援

42.1％
（平成22年度）

◆主な取組

n = (541)

一般の家庭の中で

一般の職場の中で

社会通念や慣習で

法律や制度の上で

学校教育の場で

地域活動の場で

政治の場で

全体として
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16.5
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41.2
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№105男女共同参画に関する研修事業への参加費補助【再掲　1-(2)-④　No.26】（企画政策課）

№106地域活動推進リーダー等の養成【再掲　4-(1)-②　No.66】（企画政策課・地域振興課）

◆平成24年度の取組の結果

◆平成24年度の課題・改善点

①　男性の地域活動への参画支援

①　男性の地域活動への参画支援

№94地域入門講座・地域リーダー養成講座等の開催（地域振興課）
市民活動講座「災害ボランティアを知ろう」を開催した。　参加者：12人

№95町内会・自治会活動への支援（地域振興課）
コミュニティ助成金等の交付、連合会を始めとした町内会自治会活動への支援を行った。

№96アクティブシニア向け講座の充実（高齢福祉介護課・生涯学習センターゆとろぎ）
市民の会と協働して講座を実施した。　ゆとろぎ団塊世代講座7「男性シニアのみなさん、地域活動を始めませんか」
　*実施日：H24.5/19,6/2,16,7/7（全4回）　　*参加者：9名　　（H23実施　10名）

№97老人クラブなどへの支援（高齢福祉介護課）
各老人クラブ（31クラブ）や老人クラブ連合会に対して補助金を交付し、活動を促進するとともに、老人クラブ連合会女性委員会が行う研修などを支援
した。
（会員数3,197人男性1,499人・女性1,698人）

№98介護予防リーダーの育成（高齢福祉介護課）
第6期の介護予防リーダー育成研修を行い、5人が参加した。
今年度から第1・2期の介護予防リーダー登録者が中心となり、市内2会館で介護予防教室を通年で実施した。さらにリーダーの指導力向上を図るた
め、全体のレベルアップ研修を実施した。
（34人参加）介護予防教室リーダー登録者総数：55人（男性1人・女性54人）

№99シルバー人材センター事業への支援（高齢福祉介護課）
高齢者が健康で生きがいを持って就業できるように運営費の一部を助成した。
（平成24年度末　会員数747人（男性477人・女性270人）、就業実人員656人、就業率87.8％、就業延日人員82,724人）

③　地域における女性リーダーの育成

№100市民防犯活動の支援（防災安全課）
NPO法人パトロールセンターはむらへの活動支援を行い、市内における各自主防犯活動の更なる充実を図った。

№101NPO法人や市民活動団体等の設立・活動支援（地域振興課）
特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き（内閣府国民生活局）を準備し、支援体制を整えた。

№102小地域ネットワーク活動の支援（社会福祉課）
小地域ネットワーク活動(39団体)を推進する羽村市社会福祉協議会に対し助成金を交付することにより活動支援を行った。

№103青少年育成団体等への支援（児童青少年課）
青尐年対策地区委員会活動費等補助金3,963千円(7地区委員会）を交付し、活動支援を行った。

№104学習活動の支援及び情報の提供（生涯学習総務課）
6月発行　団体・サークルガイドの作成にあたっては、3年に1度の更新を行い、その後新たに10団体が追加され、あわせて109団体の情報提供を行っ
た。

№94地域入門講座・地域リーダー養成講座等の開催（地域振興課）
内容の充実を図るとともに、男性の地域活動への参加を促進する講座の実施を検討していく。

№95町内会・自治会活動への支援（地域振興課）
町内会自治会活動の活性化と意識の醸成を図り、男性の地域活動への参加を促進していく。

№96アクティブシニア向け講座の充実（高齢福祉介護課・生涯学習センターゆとろぎ）
ＰＲに努めたが、参加者（応募者）が尐ない。より効果的に実施するため、効果的な周知方法を検討していく。

№97老人クラブなどへの支援（高齢福祉介護課）
高齢者の健康、生きがいづくり活動の推進は重要であるため、引き続き支援していく。また、会員募集にあたり窓口でのパンフレット配布など周知を行
い、会員増を図っていく。

№98介護予防リーダーの育成（高齢福祉介護課）
今後も、引き続き一般市民の介護予防リーダーを育成し、第１～６期のリーダーを中心に市内４会館で介護予防事業であるまいまいず健康教室を展
開していく。

№99シルバー人材センター事業への支援（高齢福祉介護課）
今後もシルバー人材センターの運営費の一部を助成するとともに、高齢者の就業分野の拡大に向けての取組みを支援していく。

②　市民活動団体等の活動支援
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◆今後の方向性

◆男女共同参画推進会議　評価・提言

№100市民防犯活動の支援（防災安全課）
市内における自主防犯活動を活性化していくため、情報の共有化、各団体との連携強化への取組みを推進する。

№101NPO法人や市民活動団体等の設立・活動支援（地域振興課）
市民活動センターが市民活動団体の活動を支援することについて周知していく。

№102小地域ネットワーク活動の支援（社会福祉課）
引き続き支援を継続していく。

№103青少年育成団体等への支援（児童青少年課）
引き続き支援を継続していく。

№104学習活動の支援及び情報の提供（生涯学習総務課）
わかり易い情報紙作りに努めるとともに、広く市民に情報提供していく。

推進会議提言
・男性の地域活動への参画支援では、従来、地域活動に参加できなかった方の参加を促すような事業を検討して欲しい。
・女性が市民活動団体のリーダーになるよう、市民活動団体への支援内容を検討して欲しい。
・地域活動への参画支援では、地域コミュニティにおける男女共同参画の推進が求められており、地域活動は男性だけでなく男女共に行うものであると
いう意識付けをしていくような事業を推進して欲しい。

№105男女共同参画に関する研修事業への参加費補助【再掲　1-(2)-④　No.26】（企画政策課）

№106地域活動推進リーダー等の養成【再掲　4-(1)-②　No.66】（企画政策課・地域振興課）

②　市民活動団体等の活動支援

③　地域における女性リーダーの育成

男女共同参画社会を実現するため、人々にとって最も身近な暮らしの場である地域コミュニティにおける男女共同参画の推進に取り組んでいく。
男性の地域活動への参画支援を推進するとともに、男女が協力して地域活動に参画することにより、男性も女性も心豊かで生活しやすい地域社会とな
る意識付けを推進していく。
地域における女性リーダーの育成に取組むとともに、市民活動団体等において女性がリーダーとなるよう活動の支援を推進していく。

推進会議評価
・男性の地域活動への参画支援では様々な事業を実施していることは評価できるが、一方では自宅にこもっている方を対象とした支援事業が必要であ
る。
・市民活動団体等の活動支援では、単に助成金などによる支援をするだけでなく、男女共同参画の視点を広めるような事業を推進していくことが必要で
ある。

今後の方向性

13


